
 

 

 

 

 

 

 

④【愛媛の事例について】同社が愛媛県で進めている事業で地元集落に起こった事態について

GF 社の陶久氏より説明がありました。その内容の真偽について愛媛県の地元の方に確認して

頂いたところ、事実と大きく異なる説明がされていたことが判明しました。陶久氏は「地域の

反対は少数であり、風車が人口減少の原因ではない」との説明をしていましたが、実際は最終

的に地区の７割以上が反対署名を行っているなかで、住民の知らない間に自治会が建設同意の

決議を採ったためなし崩し的に建設同意となり、風車問題で地域が二分化されてしまったため

移住が途絶えて集落衰退の決定要因になったとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 本説明会が行われた区長会という場は、各集落の自治会運営を担う代表が集まる場であり、

その場での説明において、虚偽の説明をしたり過去の計画地の集落で起きた騒動について事実

と異なる説明をしたりすることは許されるべきものではありません。事実関係を確認して頂い

たうえで、事業者へ問い質して頂きたいと願います。 

 

 

※以下のページにて具体的な問題点の指摘内容と、市から事業者への調査・確認 

 をして頂きたい事項を記載しております 

○１月２４日の区長会における事業者の説明の問題点 

事業者による区長会での説明に関して、真偽の疑われる説明など以下のような問題があったため、 

事業者への確認と必要に応じて指導をお願い致します。 

 

 

① 【意見書への回答書に関して】…当日資料として配布された「意見書への回答書」をよく見る

と、意見に対して直接的な回答がなされていないものが散見されます。また、意図的な虚偽の

説明と思われる回答があったり、曖昧で誤認を抱かせるような回答もあったり、不誠実な回答

書となっています。疑問の声の上がっている箇所に関して 2ページ目以降に注釈を入れ説明さ

せて頂いているので、ご参照のうえ事実確認をして頂き、もし虚偽の説明や不誠実な回答など

が確認された場合には、事業者から改めて訂正文書を出させたり、その回答の経緯の説明を求

めるなどの適切な指導や対応をお願いいたします。 

 

② 【事業の進行に対して】…「まだ何の事業計画にも至っていない」「まだ全然進んでいる状況に

ない」「進んでいるつもりは事業者にはございません」という説明が繰り返されました。ですが、

環境アセスメントの手続きを行うことや行政機関との折衝、風況ポールの建設など事業を進展

させていることは明らかであり、何も知らない地元の区長を誤魔化そうとする姿勢は大変不誠

実であり信頼に足るものではありません。 

 

③ 【四国内で使う電気を発電するという説明】…回答書への意見でも指摘していますが、「発電し

た電気は四国内で使用する」という趣旨の発言を何度も行っていました。現実では不可能な話

をして地域住民を誤解させることを意図的に狙うものであり、発電事業者として非常に悪質な

モラルを疑う行為です。 

香北町区長会における（株）GFによる風力発電に関する説明会についての 

指摘事項及び調査の要望について                      区長有志一同 
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【１】倒産した場合の撤去について 

①『倒産した場合に誰が撤去を行うか』について回答が一切なされていません。 

②風車と撤去の問題は全国どの風力事業でも関心を集めています。そのことを風力事業者であるＧＦ社が知らない 

ことはあり得ないため、地元の関心の高い撤去問題について意図的に回答をしていないことは明らかです。 

③「地元の理解を得る」と言いながら，自社に都合の悪い質問は意図的に答えない姿勢に大きな不信感があります。

この点だけでも地元と共に歩むパートナーになり得ない企業だと判断せざるをえません。 

④区長会の際にＧＦ社は「プロジェクトファイナンスの形式を用いるため倒産リスクがあれば事業にＧＯサインが 

出ない」という旨の説明を行いました。しかし、世の中のあらゆる事業に想定外の倒産リスクがあることは説明の

必要もなく、金融機関や投資会社が認めた事業であっても例外はありません。 

⑤本事業も想定外に不採算化する可能性は当然あります。赤字や不採算となれば撤去費用の積み立ても予定通り 

出来るはずはなく、倒産となれば風車の撤去が地元自治体の負債となります。 

⑥また今回のように、プロジェクトファイナンス形式で特定目的会社を立ち上げて事業を行う場合、その合同会社 

が倒産した際の負債は法的に出資企業の本体（ＧＦ社や関西電力）にまで及ばない仕組みになっているはずです。

その点に関してはＧＦ社からは説明が行われていません。 

 

★以上を踏まえて、想定外に不採算化して積み立てが出来なかった場合や倒産した場合に、撤去や原状回復の件は 

どうなるのかについて、市として事業者へ調査を行って下さい。 

★その際は、本回答書のような曖昧で逃げ道のある回答ではなく、明確かつ法的な責任関係も明らかにした上で 

回答するよう求めて頂くことが重要かと思います。 

 

【２】発電した電気が四国で使われるのか？ 

①四国電力管内で発電される電気のうち四国内で使われるのは約２/３で、約１/３は系統連携線で四国外に流され 

ています。つまり現状でも四国内で発電した電気は余っており、四国外に融通している状況です。 

《※四国電力「四国エリアの過去の電力需給データ（２０２３年度）」を参照） 

②電気は分離できません。四国電力の送電網に流した時点で他の電気と混ざってしまうため、この風車で発電した 

電気を「地元だけで使用する」ということは送電の仕組み的に不可能です。 

（コップに混ぜたコーヒーと牛乳から、牛乳だけを取り出して飲むことができないのと同じです）。 

③つまり、新たに発電所を増やしても、四国外に送る電気を増やすためのものでしかないというのが実際です。 

（既に溢れ出しているコップに水を加えるのと同じです。新たに注いだ水もコップの中で混ざりはしますが、 

本質的には溢れ出る水の量を増やすだけの行為です）。 

④それにも関わらず、「本州への送電ではない」「発電した電気は地元で使える」と、誤解させる回答をしています。

⑤区長会の際のＧＦ社陶久氏の説明でも「作った電気は四国電力の送電線に送り込んで地元の皆さんに使って頂く」

と、地元で１００％使える電気であるかのように発言し誤解を生じさせています。 

⑥ＧＦ社は発電事業者ですから当然それらを理解した上で、地元に対して誤認させるような回答をしている訳です。

地元住民や行政を意図的に騙そうという意思がなければこのような回答にはなり得ないため相当に悪質です。 

⑦そしてさらに輪をかけて悪質なのは、「考えております」と語尾を濁すことによって、万が一指摘された場合でも

「嘘は言っていない」「当社としてはそのような想いを持って事業に挑みたいという決意を表現させて頂いた」と

言いわけをする逃げ道を用意している点です。 

 

★送電に関する事業者の回答が真実であるかどうか大きな疑義があるため、市から事業者に問い質して下さい。 



 

  

【５】騒音・低周波音による健康被害の対応について 

①被害が「本事業に起因する」かどうかを、誰がどのように判断するのかという問題があります。事業者が判断する

のであれば、自社に都合の悪い判断はされない可能性が高く信用性がありません。 

②ＧＦ社は区長会の説明で「今回、音の問題はないと事業者として言い切りたい」と断言しています。事業開始前 

に既にその姿勢ですから、もし騒音による健康被害が生じたとしても、事業者が自ら認める可能性は現段階でも 

限りなくゼロに近いと考えられます。 

③ＧＦ社は問題解決に「務める」としか回答していません。「問題を解決する」とは言い切っていないため、事業者 

のさじ加減で幕引きが行われる可能性が高いといえます。 

④住民が被害を科学的に立証することは現実的にほぼ不可能な一方で、事業者が行う調査では自社に都合の悪い 

調査結果は公表されにくく、住民が泣き寝入りせざるを得ない状況が生じる可能性が極めて高いという構造的 

な問題があります。 

 

★「騒音の健康被害」に限らず、「土砂災害」「道路の陥没」「水の濁り」「水量の減少」等の因果関係の立証が非常に 

困難な問題があります。それらに対して『本事業に起因するかどうか？』を誰がどのように判断するのか？意見が 

食い違った場合にどう解決するのか？被害立証に関わる費用を誰が負担するのか？といった争論になる得る点に 

ついて、「努力する」「検討する」といった曖昧な表現で責任逃れされることがないように、実効性を担保できる 

レベルの詳細な確認を、市から事業者に行って下さい。 

【３】震災の際の風力発電について 

①「風車は南海トラフ地震や台風に耐えられるのか？」という質問に対して事業者の直接的な回答がありません。 

②震災と風車に関しては能登半島の地震をはじめ過去の震災から得られた知見が多数存在します。 

 

★市として能登半島の地震による風力発電所の被害の実態や、災害時に発電が可能だったのかについて調査して 

頂き、南海トラフ地震の際に本事業で起こり得るリスクや事業者が言うように役に立つのかを検証して下さい。 

★併せて事業者に対しても、能登半島地震の風力発電所の被害や影響について調査を求め、南海トラフ地震の際に 

 本事業でどのような事態が起こり得るのか？事業者はどのような認識を持っているのかを確認して下さい。 

【４】保険について 

① 「風車の破損や故障の際は保険適用」と書かれていますが、保険の内容まで示されていないためどこまで補償さ

れ、事業収支や撤去に影響がないものなのか分かりません。この回答だけでは不安が残ります。 

② 通常の一般的な損害保険の場合、掛け金に応じて補償額も変わってきますが、風力発電の保険はどのようなもの

なのでしょうか？地震や台風、落雷、事故等の故障や倒壊の際に全額補償されるような保険なのでしょうか？ 

また、掛け金によって補償内容が変わる物なのでしょうか？ 

 

★加入予定の具体的な保険の内容について市として事業者に確認を行って下さい。 



 

  

【６】『検討』について 

①事業者は回答文中で再三「検討してまいります」「検討を実施」と、『検討』という表現を多用していますが、 

「検討」とは“考える”と言っているだけなので、対策や行動が伴わなければ本質的に何も意味をなしません。 

質問への回答としては実質的には何も答えていないに等しい不誠実なものです。 

②一方で、調査など実際に行うものについては「実施」とちゃんと言い切って表現してあるため、事業者の後ろ向き

な姿勢を表わす語尾として『検討』という言葉が使用されていると受けとらざるを得ません。 

 

★事業者はどのような意図で「検討する」という言葉を用いているのでしょうか？「検討する」とはどういうことを 

意味しているのか事業者に問い質して下さい。 

 



 

  

【７】景観の影響について 

①「観光客や移住者が減少するのではないか」という意見に対して、直接的な回答がありません。 

②「フォトモンタージュをお示しするなど、丁寧な説明を行う」と回答していますが、フォトモンタージュでの説明 

を行うというのはただ“説明手法の説明”をしているだけであって、景観に対する影響の低減や観光客や移住者の 

減少対策に対して何ら回答するものでも寄与するものでもありません。 

③区長会の際に GF社は「景観が悪くなると言う意見がある一方で観光客が増えたり、山が活性化するという意見 

もある。」と口頭で説明しています。地元が危惧している景観問題に対して、特に根拠も示すことなく楽観的で 

言いっぱなしに近い発言をすることは大変無責任な姿勢だと感じています。 

 

★観光客や移住者が減少するという懸念に対して、事業者はどのような根拠をもって上記のような発言をしたので 

しょうか？環境ブームだった２０００年代初頭ならいざ知らず、近年の風力発電事業で観光客が増えたり山が 

活性化(?)した事例が存在するのでしょうか？同社の愛媛の事例では風車事業により移住者数の推移はどうな 

ったのでしょうか？また、今回の事業では何をもって観光客が増えるようなことが起こり得ると考えているので 

しょうか？ 

それらについて市より事業者に見解の調査を行って頂きたいと思います。 

 



 

【８】獣害に関する知見について 

①「風車の建設によって動物が麓に下りる事例について当社では把握しておりません」とありますが、日本での調査 

研究事例が存在しないということでしょうか？それとも研究論文などは存在するのでしょうか？ 

②風車建設による獣害について調査研究事例が存在するのであれば示して頂ければ良いのですが、もし調査研究の 

事例がないのであれば、それは単に調べられていないだけであり被害がないこととイコールではありません。 

③既に GF社は愛媛県で風車建設を行っていますが、そちらの事業でも地元の方から獣害に対する懸念があった 

と聞いています。自社の愛媛県の事業でシカやイノシシ等の獣害に対して独自に調査研究・検証を行うことが 

可能だと思いますが、地元の声に応じて調査研究を行われているのでしょうか？ 

 

★獣害は地域の農林業に影響を及ぼすため、市より事業者に対して以下の調査を行って頂きたいと思います。 

①風力発電による獣害の研究論文などは既に存在するのでしょうか？ 

②先行する自社事業で調査研究を行なわれているのでしょうか？ 

③本事業についても、環境アセスメントでシカやイノシシ、ハクビシン、サル等の害獣が麓に降りて被害を与える 

かどうかについて事前、事後の調査研究がなされるのでしょうか？ 

④もし環境アセスメントで害獣の人里への影響調査が行われない場合、事業者独自で地域の求めに応じて本事業 

で調査研究を行うつもりはあるのでしょうか？ 


